
山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
八
五

山
梨
県
公
報

第
六
百
二
十
号

令
和
七
年

十
二
月
二
十
五
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
山
梨
県
県
税
条
例
に
基
づ
く
寄
附
金
税
額
控
除
対
象
法
人
の
指
定
の
一
部
改
正	

六
八
五

○
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定	

六
八
五

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
（
二
件
）	

六
八
七

公

告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

六
八
七

企

業

局

○
山
梨
県
企
業
局
が
公
告
す
る
土
地
売
却
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
八
九

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
の
名
称
等
の
届
出	

六
九
〇

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関

す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

六
九
一

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

山
梨
県
県
税
条
例
に
基
づ
く
寄
附
金
税
額
控
除
対
象
法
人
の
指
定
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
告
示
第

五
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一
の
表
四
十
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
十
九

削
除

一
の
表
五
十
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
の
表
百
七
十
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
七
十
七

削
除

一
の
表
百
八
十
七
の
項
中
「
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
三
五
二
番
地
一
」
を
「
南
都
留
郡
山
中
湖
村

山
中
一
二
番
地
五
」
に
改
め
、
同
表
二
百
五
十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
五
十
一
削
除

一
の
表
四
百
十
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
百
十
九

削
除

一
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四
百
三
十
二
令
和
七
年
十
二

月
三
日

特
定
非
営
利
活
動
法
人

甲
斐
市
ス
ポ
ー
ツ
振
興

会

甲
斐
市
西
八
幡
二
一
一
三
番
地
一

四
百
三
十
三
令
和
七
年
十
二

月
三
日

社
会
福
祉
法
人
甲
南
福

祉
会

甲
府
市
下
今
井
町
七
〇
三
番
地

二
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十

令
和
七
年
十
月

二
十
七
日

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ

ー

甲
府
市
中
央
一
丁
目
一
二
番
三
七
号

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面

五
十
二

削
除

五
十
二

削
除



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
八
六

は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。
）
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

急
傾
斜
地
崩

壊
危
険
区
域
山
梨
県
上
野
原
市
四
方
津
字
奥
平
道
下
及
び
字
仲
居
下
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち

、
次
の
一
点
か
ら
三
十
三
点
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
一
点
と
三
十
三
点
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
令
和
三
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
三
号
で
指

定
し
た
土
地
の
区
域
を
除
く
。
）

番
号

座
標

奥
平
の
3

一
点

二
点

三
点

四
点

五
点

六
点

七
点

八
点

九
点

十
点

十
一
点

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
六
秒
七
五
七
〇

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
六
秒
三
〇
三
一

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
五
四
一
九

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
六
秒
〇
九
〇
九

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
四
七
五
一

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
六
秒
四
六
五
四

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
四
一
九
四

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
六
秒
六
二
四
一

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
五
〇
三
六

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
六
秒
八
〇
九
二

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
四
九
〇
八

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
七
秒
二
四
〇
九

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
五
七
二
一

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
七
秒
八
〇
二
三

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
七
五
八
六

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
八
秒
〇
三
七
五

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
八
九
四
〇

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
八
秒
二
六
九
八

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
九
三
四
四

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
八
秒
七
三
四
一

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
九
〇
八
五

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
八
秒
九
三
七
二

十
二
点

十
三
点

十
四
点

十
五
点

十
六
点

十
七
点

十
八
点

十
九
点

二
十
点

二
十
一
点

二
十
二
点

二
十
三
点

二
十
四
点

二
十
五
点

二
十
六
点

二
十
七
点

二
十
八
点

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
八
八
四
〇

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
八
秒
九
五
二
三

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
〇
七
三
一

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
九
秒
三
九
六
四

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
一
一
六
三

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
九
秒
三
六
九
一

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
三
八
一
九

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
九
秒
五
〇
一
〇

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
五
五
七
五

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
九
秒
七
八
七
六

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
五
〇
八
六

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
〇
秒
〇
四
五
〇

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
三
八
七
七

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
〇
秒
〇
八
七
四

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
四
七
三
五

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
〇
秒
五
一
四
〇

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
五
二
〇
五

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
〇
秒
六
八
四
〇

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
六
三
七
六

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
〇
秒
六
六
二
六

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
八
五
三
〇

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
〇
秒
九
〇
二
七

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
九
四
五
七

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
一
秒
三
三
〇
二

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
八
七
五
四

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
一
秒
六
五
二
三

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
九
秒
一
三
二
四

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
二
秒
二
五
二
五

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
九
秒
一
九
九
三

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
二
秒
三
七
八
五

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
九
秒
一
七
五
〇

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
二
秒
八
九
九
七

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
九
秒
三
一
三
四

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
三
秒
〇
二
八
二



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
八
七

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
茅
ヶ

岳
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

退
任

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
の
年
月
日　

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

笛
吹
市
石
和
町
中
川
字
高
水
口
二
百
四
十
番
四
、
二
百
四
十
三
番
七

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

最
大
六
・
〇
四
メ
ー
ト
ル　

最
小
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

五
十
二
・
二
三
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

指
定
の
年
月
日　

令
和
七
年
十
二
月
十
七
日

二　

指
定
道
路
の
位
置　

笛
吹
市
八
代
町
南
字
弁
才
天
千
三
百
七
十
八
番
四

三　

指
定
道
路
の
幅
員　

五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四　

指
定
道
路
の
延
長　

三
十
四
・
四
三
メ
ー
ト
ル

公　
　
　

告

二
十
九
点

三
十
点

三
十
一
点

三
十
二
点

三
十
三
点

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
九
秒
四
五
五
四

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
四
秒
四
二
一
一

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
八
秒
八
五
六
七

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
四
秒
四
五
二
一

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
八
一
一
二

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
三
〇
秒
〇
五
七
一

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
七
秒
二
三
四
一

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
八
秒
三
一
一
七

北
緯
三
五
度
三
六
分
四
六
秒
九
四
四
〇

東
経
一
三
九
度
〇
四
分
二
七
秒
三
五
五
六

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

上
村
英
司

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
九
百
六
十

一
番
地
一

令
和
七
年
八
月
十
四
日

同

内
藤
久
夫

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
三
番
一
号

同

同

保
坂
武

甲
斐
市
篠
原
二
千
六
百
十
番
地

同

同

清
水
岩
男

北
杜
市
明
野
町
下
神
取
千
四
百
六
十

番
地
二

同

同

横
森
宏
尹

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
八
百
二
十

五
番
地
三

同

同

福
田
紘

北
杜
市
明
野
町
上
手
八
千
六
百
三
十

番
地

同

同

三
井
金
彦

北
杜
市
明
野
町
上
手
四
千
百
八
十
九

番
地

同

同

馬
場
君
忠

北
杜
市
明
野
町
上
手
三
千
百
八
番
地
同

同

雨
宮
智
博

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
五
千
二
百
十
九

番
地
千
二
十
八

同

同

雨
宮
正
行

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
千
百
七
十

三
番
地

同

同

豊
田
泰
長

甲
斐
市
宇
津
谷
七
百
九
十
三
番
地

同

同

向
山
譲

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
三
百
六
十
番

地

同

同

石
川
吉
郎

韮
崎
市
穂
坂
町
上
今
井
三
千
三
百
十

一
番
地

同

監
事

萩
原
武
一

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
千
二
百
九
十

七
番
地
一

同

同

中
村
敬
一

甲
斐
市
団
子
新
居
千
四
百
八
十
一
番

地

同

同

外
山
卓
史

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
百
三
十
三
番

地
一
サ
ン
コ
ー
ポ
ラ
ス
武
川
百
四
号
同



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
八
八

二　

就
任

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

上
村
英
司

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
九
百
六
十

一
番
地
一

令
和
七
年
八
月
十
四
日

同

内
藤
久
夫

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
三
番
一
号

同

同

保
坂
武

甲
斐
市
篠
原
二
千
六
百
十
番
地

同

同

清
水
岩
男

北
杜
市
明
野
町
下
神
取
千
四
百
六
十

番
地
二

同

同

横
森
宏
尹

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
千
八
百
二
十

五
番
地
三

同

同

福
田
紘

北
杜
市
明
野
町
上
手
八
千
六
百
三
十

番
地

同

同

三
井
金
彦

北
杜
市
明
野
町
上
手
四
千
百
八
十
九

番
地

同

同

馬
場
君
忠

北
杜
市
明
野
町
上
手
三
千
百
八
番
地
同

同

雨
宮
智
博

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
五
千
二
百
十
九

番
地
千
二
十
八

同

同

雨
宮
正
行

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
千
百
七
十

三
番
地

同

同

豊
田
泰
長

甲
斐
市
宇
津
谷
七
百
九
十
三
番
地

同

同

向
山
譲

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
三
百
六
十
番

地

同

同

石
川
吉
郎

韮
崎
市
穂
坂
町
上
今
井
三
千
三
百
十

一
番
地

同

監
事

萩
原
武
一

北
杜
市
明
野
町
小
笠
原
千
二
百
九
十

七
番
地
一

同

同

中
村
敬
一

甲
斐
市
団
子
新
居
千
四
百
八
十
一
番

地

同

同

外
山
卓
史

北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
百
三
十
三
番

地
一
サ
ン
コ
ー
ポ
ラ
ス
武
川
百
四
号
同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

大
柴
邦
彦

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
九
百
六
十

一
番
地
一

令
和
七
年
八
月
十
五
日

同

内
藤
久
夫

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
三
番
一
号

同

同

保
坂
武

甲
斐
市
篠
原
二
千
六
百
十
番
地

同

同

篠
原
大

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
六
百
九
十
九
番

地

同

同

横
森
昌
広

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
十

二
番
地

同

同

大
柴
栄
俊

北
杜
市
明
野
町
上
手
九
千
八
百
四
十

四
番
地

同

同

三
井
金
彦

北
杜
市
明
野
町
上
手
四
千
百
八
十
九

番
地

同

同

馬
場
君
忠

北
杜
市
明
野
町
上
手
三
千
百
八
番
地
同

同

清
水
豊

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
二
千
十
八
番
地
同

同

雨
宮
正
行

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
千
百
七
十

三
番
地

同

同

名
取
祐
一

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
四
千
二
百
二

番
地

同

同

横
森
信
男

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
九

十
二
番
地

同

同

石
川
吉
郎

韮
崎
市
穂
坂
町
上
今
井
三
千
三
百
十

一
番
地

同

監
事

上
野
敏
弘

北
杜
市
明
野
町
上
手
千
九
百
七
十
五

番
地
一

同

同

中
村
敬
一

甲
斐
市
団
子
新
居
千
四
百
八
十
一
番

地

同

同

外
山
卓
史

甲
斐
市
宇
津
谷
五
千
九
百
十
二
番
地
同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

大
柴
邦
彦

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
九
百
六
十

一
番
地
一

令
和
七
年
八
月
十
五
日

同

内
藤
久
夫

韮
崎
市
水
神
一
丁
目
三
番
一
号

同

同

保
坂
武

甲
斐
市
篠
原
二
千
六
百
十
番
地

同

同

篠
原
大

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
六
百
九
十
九
番

地

同

同

横
森
昌
広

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
六
百
十

二
番
地

同

同

大
柴
栄
俊

北
杜
市
明
野
町
上
手
九
千
八
百
四
十

四
番
地

同

同

三
井
金
彦

北
杜
市
明
野
町
上
手
四
千
百
八
十
九

番
地

同

同

馬
場
君
忠

北
杜
市
明
野
町
上
手
三
千
百
八
番
地
同

同

清
水
豊

北
杜
市
明
野
町
浅
尾
二
千
十
八
番
地
同

同

雨
宮
正
行

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
千
百
七
十

三
番
地

同

同

名
取
祐
一

韮
崎
市
穂
坂
町
宮
久
保
四
千
二
百
二

番
地

同

同

横
森
信
男

韮
崎
市
穂
坂
町
三
ツ
沢
二
千
二
百
九

十
二
番
地

同

同

石
川
吉
郎

韮
崎
市
穂
坂
町
上
今
井
三
千
三
百
十

一
番
地

同

監
事

上
野
敏
弘

北
杜
市
明
野
町
上
手
千
九
百
七
十
五

番
地
一

同

同

中
村
敬
一

甲
斐
市
団
子
新
居
千
四
百
八
十
一
番

地

同

同

外
山
卓
史

甲
斐
市
宇
津
谷
五
千
九
百
十
二
番
地
同
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「
資
格
者
名
簿
」
と
い
う
。
）
に
登
載
す
る
も
の
と
す
る
。

3　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
が
認
定
さ
れ
た
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

四　

申
請
書
記
載
事
項
の
変
更
等

1　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
資
格
の
有
効
期
間
中
に
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更

が
あ
っ
た
と
き
又
は
営
業
を
休
業
す
る
と
き
若
し
く
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
申
請
書
に
必

要
に
応
じ
そ
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
公
営
企
業
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

㈠　

商
号
又
は
名
称

㈡　

法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
又
は
役
員
の
職
及
び
氏
名
、
個
人
に
あ
っ
て
は
氏
名

㈢　

代
理
人
と
し
て
指
定
さ
れ
、
競
争
入
札
、
見
積
り
及
び
契
約
に
関
す
る
一
切
の
権
限
を
委
任

さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名

㈣　

所
在
地
又
は
住
所
（
代
理
人
の
所
在
地
又
は
住
所
を
含
む
。
）

㈤　

電
話
番
号

㈥　

使
用
印
鑑

㈦　

そ
の
他
営
業
内
容
に
関
す
る
重
要
な
事
項

2　

公
営
企
業
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
資
格

者
名
簿
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
資
格
者
名
簿
を
変
更
す
る
も
の

と
す
る
。

五　

資
格
の
取
消
し

1　

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き

は
、
公
営
企
業
管
理
者
は
そ
の
資
格
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

㈠　

二
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
と
き
。

㈡　

虚
偽
又
は
不
正
な
方
法
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
受
け
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

き
。

㈢　

そ
の
他
公
営
企
業
管
理
者
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。

2　

公
営
企
業
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
資

格
者
名
簿
か
ら
抹
消
す
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
し
て

い
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

六　

そ
の
他

1　

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
競
争
入
札
参
加
資
格
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
公
営
企

業
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

2　

問
合
せ
先　

山
梨
県
企
業
局
総
務
課
（
電
話
〇
五
五

－

二
二
三

－

五
三
八
二
）

選
挙
管
理
委
員
会

企　

業　

局

山
梨
県
企
業
局
告
示
第
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
七
条

の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
山
梨
県
企
業
局
が
公
告
す
る
土

地
売
却
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

落　

合　
　

直　

樹

一　

競
争
入
札
参
加
資
格
の
種
類

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
は
、
土

地
売
却
に
係
る
契
約
に
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

二　

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
、
競
争
入
札

の
参
加
資
格
に
関
す
る
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、
競
争
入
札
参
加
資
格
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

1　

令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
（
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

2　

令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
（
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者
で
あ
っ

て
、
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

3　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
又
は
法
人
で
あ
っ
て
そ

の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
も
の
（
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）

4　

県
税
（
個
人
県
民
税
を
除
く
。
）
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
納
入
す
べ
き
納
入
金
を

滞
納
し
て
い
る
者

三　

資
格
審
査
の
申
請
等

1　

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
に
定
め
る
企
業
局

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
変
更
届
）
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
公
営
企
業
管
理
者

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

公
営
企
業
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
資

格
審
査
の
結
果
を
申
請
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ

た
場
合
に
は
そ
の
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
企
業
局
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
（
以
下
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政
治
資
金
規
正
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
設
立
届

そ
の
他
の
政
治
団
体

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

設
立
年
月
日

届
出
年
月
日

昇
成
会

小

泉

昇

一

小
泉
は
る
み

南
巨
摩
郡
南
部
町
成
島
三
三
九
四

令
和
七
年
一
月
一

日

令
和
七
年
十
一
月

二
十
一
日

斉
藤
欽
也
後
援
会
「
れ
い
明
会
」

斉

藤
　

直

斉
藤
タ
キ
コ

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
長
澤
一
〇
六

令
和
七
年
十
一
月

二
十
四
日

令
和
七
年
十
一
月

二
十
五
日

税
理
士
に
よ
る
後
藤
ひ
と
し
後
援
会

小

倉

恵

一

田

中

秀

樹

甲
府
市
中
央
二

－

一
一

－

二
三

令
和
七
年
十
一
月

二
十
一
日

令
和
七
年
十
一
月

二
十
五
日

政
治
資
金
規
正
法
第
七
条
に
よ
る
届
出　

届
出
事
項
の
異
動
届

政
治
資
金
規
正
法
第
十
七
条
第
一
項
に
よ
る
届
出　

政
治
団
体
解
散
届

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
、
第
十
七
条

第
一
項
及
び
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
次
の
と
お
り
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
選
挙
管
理
委
員
会

委　

員　

長　
　

秋　
　

山　
　
　
　
　

洋

区
分

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

異
動
年
月
日

届
出
年
月
日

新

参
政
党
山
梨
第
2
支
部

大

谷

浩

敬

令
和
七
年
十
月
二

十
二
日

令
和
七
年
十
一
月

十
日

旧

渡

邊

敬

介

新

国
民
民
主
党
山
梨
県
参
議
院
選
挙

区
第
1
総
支
部

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
一
七
〇
〇

－

四
F

令
和
七
年
十
二
月

一
日

令
和
七
年
十
二
月

五
日

旧

甲
府
市
後
屋
町
三
四
四

－

二

－

一
〇
一

新

清
進
会

笠

井

弘

一

令
和
七
年
十
一
月

二
十
八
日

令
和
七
年
十
二
月

五
日

旧

滝

沢

三

雄

新

厚
友
会

赤

澤

信

二

令
和
七
年
十
二
月

八
日

令
和
七
年
十
二
月

八
日

旧

森
　

謙

治

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

鶴
友
会

小
佐
野
一
久

小
山
田
清
紀

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
五
四
二
五

－

一

令
和
七
年
十
一
月

十
日

令
和
七
年
十
一
月

十
日

丸
一
せ
ん
ざ
後
援
会

若

尾

幸

一

若

尾

幸

一

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
四
一

－

六

令
和
七
年
十
一
月

三
十
日

令
和
七
年
十
二
月

五
日

上
田
仁
を
支
援
す
る
友
仁
会

上

田
　

仁

中

川

勝

彦

南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
一
二
三
九

令
和
七
年
十
二
月

八
日

令
和
七
年
十
二
月

十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
九
一

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出　

資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届

氏　
　

名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
年
月
日

届
出
年
月
日

上

田
　

仁

県
議
会
議
員

上
田
仁
を
支
援
す
る
友
仁
会

南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
一
二
三
九

上

田
　

仁

令
和
七
年
十
二
月
八
日

令
和
七
年
十
二
月

十
日

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委 

員 

長　
　

飯　
　

室　
　

元　
　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規

則

（
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
十
六
中
「手　
数　

料

（証
紙
貼
付

）欄

」
を
「手

数
料
欄

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
警
察
放
置
車
両
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
警
察
放
置
車
両
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
山
梨
県

公
安
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名　
　

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

解
散
年
月
日

届
出
年
月
日

鶴
友
会

小
佐
野
一
久

小
山
田
清
紀

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
小
立
五
四
二
五

－

一

令
和
七
年
十
一
月

十
日

令
和
七
年
十
一
月

十
日

丸
一
せ
ん
ざ
後
援
会

若

尾

幸

一

若

尾

幸

一

甲
州
市
塩
山
上
於
曽
一
四
一

－
六

令
和
七
年
十
一
月

三
十
日

令
和
七
年
十
二
月

五
日

上
田
仁
を
支
援
す
る
友
仁
会

上

田
　

仁

中

川

勝

彦

南
ア
ル
プ
ス
市
中
野
一
二
三
九

令
和
七
年
十
二
月

八
日

令
和
七
年
十
二
月

十
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
九
二

第１号様式 

(表) 

  

  ※受理年月日 年  月  日   

※ 受 理 番 号   

※登録年月日   

※ 登 録 番 号   

登 録 

登録更新 
申請書 

  

 道路交通法第51条の8 
第 2 項 の 規 定 に よ り 登 録 

第7項の規定において準用する同条第2項の規定により登録更新 

 

の申請をします。 

年  月  日   

  山梨県公安委員会 殿 

 

(主たる事務所の所在地)             

(名 称)             

(代 表 者 の 氏 名)          印  

 

 (ふりがな) 

法 人 の 名 称 

   

主たる事務所

の 所 在 地 電話(   )     ―      

法 人 の 種 類 
1 株式会社  2 有限会社  3 財団法人  4 社団法人 

5 その他(                        ) 

(ふりがな) 

代 表 者 氏 名 

  

 (登録更新申請の場合のみ記載) 

 登録通知書に記載されている登録年月日 年   月   日 登録  

登録通知書に記載されている登録番号 第               号 

  

  

※ 

添

付

書

類 

［法人関係］ 

□ 定款・寄付行為等 

□ 登記事項証明書 

□ 役員の氏名及び住所を記載した名簿(第2号様式) 

□ 欠格事由に該当しない旨の誓約書(第4号様式) 

□ 資機材を保有する旨の誓約書(第5号様式) 

□ 駐車監視員資格者証の写し(2人以上) 

□ 事務所に係る資料 

［各役員関係］ 

□ 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事

項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたもの) 

□ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市区町村長の

証明書 

□ 診断書(第3号様式) 

 

記載要領 ※印欄には記載しないこと。 

 

第1号様式



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
九
三

(裏) 

（手数料欄) 

 



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
九
四

第
十
号
様
式
及
び
第
十
三
号
様
式
中
「
（収　

入　
証　

紙　
貼　

付　
欄

）
」
を
「
（手

数
料

欄
）
」
に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「
（収

入
証
紙
貼
付
欄

）
」
を
「
（手

数
料
欄

）
」
に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
及
び
第
二
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
九
五

第１９号様式 

(表) 

  

  ※ 受理年月日 年  月  日   

※ 受 理 番 号   

※ 交付年月日 年  月  日 

駐車監視員資格者証書換え交付申請書 

 

年  月  日   

  山梨県公安委員会    殿 

 

 

(申請者の氏名)          印  

  

申

請

者 

本 籍     

住 所 

〒    ― 

 

 

電 話 (   )   ―         (自宅・携帯) 

(ふりがな)   性

別 

男・女 

  

氏 名 
    

 

写 真 

(縦3.0cm×

横2.4cm) 

 

生 年 月 日 年    月    日生 

勤務先その

他の連絡先 

電 話 (   )   ―   

資
格
者
証
番
号 

資 格 者 証

番 号 

  

交付年月日 年      月       日 

書換え交付を

申請する事由 

  

 記載要領 1 ※印欄には、記載しないこと。 

      2 「書換え交付を申請する事由」欄には、変更事項の内容及びその理由を

記載すること。 

      3 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

      4 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.

0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真を貼り付けること。 

手数料欄 

第19号様式



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
九
六

(裏) 

(手数料欄) 



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
九
七

第２０号様式 

(表) 

  

  ※ 受理年月日 年  月  日   

※ 受 理 番 号   

※ 交付年月日 年  月  日 

駐車監視員資格者証再交付申請書 

 

年  月  日   

  山梨県公安委員会    殿 

 

 

(申請者の氏名)          印  

  

申

請

者 

本 籍     

住 所 

〒    ―                 都道府県 

 

 

電 話 (   )   ―         (自宅・携帯) 

(ふりがな)   性

別 

男・女 

  

氏 名 
    

 

写 真 

(縦3.0cm×

横2.4cm) 

 

生 年 月 日 年    月    日生 

勤務先その

他の連絡先 

電 話 (   )   ―   

資
格
者
証
番
号 

資 格 者 証

番 号 

  

交付年月日 年      月       日 

再 交 付 を

申請する事由 

  

 記載要領 1 ※印欄には、記載しないこと。 

      2 「再交付を申請する事由」欄には、亡失又は滅失の状況を記載すること。 

      3 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。 

      4 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.

0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真を貼り付けること。 

 

第20号様式



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
九
八

(裏) 

(手数料欄) 



山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

六
九
九

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
六
百
二
十
号
　
　
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日

七
〇
〇


